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題についての現状を確認した上で、後者の問題

について、現状の評価と将来に向かっての展望、

方向性について考えてみたいと思います。

2　固定資産評価の性格論

　ところで、演題の副題に「固定資産評価の性

格論」という言葉を使っております。これは少

し分かりにくいかと思いますが、御承知の方、

多いと思います。これは、去年、東京大学名誉

教授の碓井光明先生が刊行されました『固定資

産税評価精義』という大著、大変な名著で、今

年の 2 月号の『ジュリスト』という雑誌に私も

短い書評を書かせていただいております。固定

資産評価に法的な意味で関心を持たれる方には

ぜひ読んでいただきたい名著でありますが、そ

の中に、資料として引用しておりますように（資

料 p.19）、非常に味わい深い記述があります。

　「そもそも固定資産の評価は，『適正な時価』

の認定にすぎないと見るのか，それとも評価基

準のような規範を媒介にしないとなし得ないこ

とであるのか，という固定資産評価の基本問題

がある……評価基準の中にも，評価の規範であ

るものと並んで，認定基準の性質をもつものも

あると思われる」というこの部分であります。

　そもそも固定資産の評価というのは、適正な

時価、あるいは客観的交換価値というものがも

ともとあって、それを見つけるだけの作業なの

か。そう考えられていることも多いと思います。

しかし、いや、そうではなくて、固定資産評価

基準があって、初めて固定資産の評価ができる、

　ただいま御紹介にあずかりました慶應義塾大

学の佐藤英明でございます。

　さて、この講演の御依頼を頂戴したときに、

今年は現行の評価基準が制定された昭和 39 年、

1964 年からちょうど 60 年目の節目だから、そう

いうことも念頭に置いて話をしてくれという御

注文がありまして、少し荷が重いなと思いなが

ら、しかし、そういうことも考えてお話をした

いというように考えております。

　それでは、初めに、Ⅰの「はじめに」（資料 p.19）

というところです。

　法律学が専門ですので、固定資産評価の法的

統制というテーマを選んでお話ししたいと思い

ます。

1　2 つのレベルの「法的統制」

　固定資産評価の法的統制には、私の考えでは 2

つのレベルがあると思います。

　一つは、個別の評価結果が評価に関するルー

ルに従って行われているかという意味での法的

統制です。これは、個別の評価についての裁判、

争訟において適正な統制がなされるべき部分と

いうことになります。これに対して、あまり意

識されることはないかと思いますが、評価に関

するルールそのものが、より上位の規範、例えば、

租税法律主義というような規範に従って定めら

れているのかという意味でも、固定資産評価は

法的に統制される必要があります。

　今日のお話では、この個別の評価に関するルー

ルに従って行われているかという法的統制の問
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この固定資産についてこの評価額が決まるのだ、

という考え方も十分ありうると考えられます。

　そこで、固定資産の評価とは、客観的に存在

する時価の認定なのだと考える考え方を、今日

限定の言葉とさせていただきますが、《時価認定

説》と呼ぶことにします。これに対して、固定

資産の評価とは、評価のルールを当てはめた結

果としての価格の決定であると考える考え方を

《価格決定説》と呼んでおきたいと思います。

　碓井先生のお考えそのものは、また後ほど御

紹介いたしますが、評価の規範という言葉をこ

こで使っていらっしゃるところから見ると、お

そらくは、後者の考え方を採っていらっしゃる

のだろうと思っております。

　これからのお話は、まずは通説的な立場と考

えられる《時価認定説》の立場からの議論を概

観して、その後、《価格決定説》について少し考

えてみたいと思います。

3　司法権による固定資産評価の
法的統制

　《時価認定説》の下での議論として、最初に確

認しておきたいのは、司法権による固定資産評

価の法的統制の現状であります。これは、御承

知のとおり、最高裁平成 15 年 6 月 26 日判決民

集 57 巻 6 号 723 ページ（資料 p.19）と、最高裁

平成 25 年 7 月 12 日判決、民集 67 巻 6 号 1255 ペー

ジ（資料 p.20）の 2 つの最高裁判決が、現在の

到達点を示していると申し上げて間違いないと

思います。

　まず、平成 15 年判決は以下のように述べて、

最上位規範としての客観的交換価値説を判例と

して明らかにしました。「法 349 条 1 項所定の

固定資産税の課税標準である固定資産の価格で

ある適正な時価とは，正常な条件の下に成立す

る当該土地の取引価格，すなわち，客観的な交

換価値をいうと解される。したがって，土地課

税台帳等に登録された価格が賦課期日における

当該土地の客観的な交換価値を上回れば，当該

価格の決定は違法となる。」「適正な時価の意義

については上記のとおり解すべきであり，法も

これを算定するための技術的かつ細目的な基準

の定めを自治大臣の告示に委任したものであっ

て，賦課期日における客観的な交換価値を上回

る価格を算定することまでもゆだねたものでは

ない。」として、客観的な交換価値を上回る登録

価格は違法であるということを明言したわけで

あります。それがたとえ固定資産評価基準に従っ

て評価されたものだとしても違法であるとの判

断でした。

　その後、平成 25 年判決は、固定資産評価基準

による評価と平等原則との関係を明らかにして

います。以下のような判示でした。

　「地方税法の規定及びその趣旨等に鑑みれば，

固定資産税の課税においてこのような全国一律

の統一的な評価基準に従って公平な評価を受け

る利益は，適正な時価との多寡の問題とは別に

それ自体が地方税法上保護されるべきものとい

うことができる。したがって，土地の基準年度

に係る賦課期日における登録価格が評価基準に

よって決定される価格を上回る場合には，同期

日における当該土地の客観的な交換価値として

の適正な時価を上回るか否かにかかわらず，そ

の登録価格の決定は違法となるものというべき

である。」との判示です。

　この判決については、後ほどもう 1 回触れま

すが、特に、ここでは固定資産評価基準による

ことにこだわる考え方を取っていること。もち

ろん平等原則という観点からではありますが、

評価は固定資産評価基準を用いてなされなけれ

ばならないということを最高裁が強く意識して

いるということは指摘すべき事柄かと思います。

　この 2 つ判例の下で、現在の固定資産の評価

については、司法権によって個々の評価が法的

に統制されていると申し上げて間違いないと思

います。



−8−「資産評価情報」2025.1 （264号別冊）

4　固定資産評価基準と租税法律主義
～通説と裁判例

　それでは、こういう考え方の下で、固定資産

評価基準が租税法律主義の角度からどのように

捉えられてきたかということを概観しておきま

す。

　まず、通説は、固定資産評価基準とは、委任

立法であって、その「法律による委任」は合憲

であると説いておられます。金子宏先生の体系

書には、このように書かれております（資料

p.20）。

　「固定資産評価基準は、一種の委任立法であり、

補充立法である（一種の法規である）が、固定

資産の評価について全国的な統一を図る必要性

のあること、および固定資産評価基準の内容が

多分に専門技術的な性質をもっていることにか

んがみると、その作成を総務大臣に委任してい

ることは、租税法律主義（課税要件法定主義）

に反するものでもないと解すべきであろう。」こ

ういう記述であります。

　私が学生のときに使ったテキストにはなかっ

たので、どこから入れられたかなと思って探し

てみたところ、1988 年に刊行された第二版に、

このような記述がありました。

　「固定資産評価基準は、一種の委任立法であり、

補充立法であるが、その内容が多分に専門技術

的な性質を持っていることにかんがみると、そ

の作成を自治大臣に委任していることは、租税

法律主義（課税要件法定主義）に反するもので

はないと解すべきであろう。しかし、立法論と

しては、固定資産評価基準を法律または政省令

で定めることも検討に値しよう。」との記述です。

　最後になった第 24 版（2021 年版）にも同じ記

述があり、先ほどの「しかし」というほど、明

確に逆説でつないではいらっしゃいませんが、

やはり「立法論としては、固定資産評価基準を

法律または政省令で定めることも検討に値しよ

う」と書いておられて、客観的時価の認定とい

う考え方、その下での委任そのものは合憲であ

るが、立法論としては、告示のままでいいのか

ということは検討に値するという評価であろう

と考えます。

　下級審裁判例も度々この地方税法の委任は合

憲であると示してきました。複数ありますが、

東京高裁の平成 13 年の判決を資料（p.20 〜 21）

に引用しております。

　「地方税法は ，固定資産税についての課税要件

のうち，課税客体，課税標準及び標準税率といっ

た基本的事項を同法で定めたうえ，同法 388 条

1 項により，固定資産の評価の基準，評価の実

施方法，その手続（評価基準）といった専門的，

技術的かつ細目的な事項を定めることを自治大

臣の告示に委任しているものであり，その委任

の目的は，固定資産の評価の基準等を明確にし，

全国的な固定資産の評価の統一を図り，市町村

間の均衡を維持するという見地からなされたも

のと解されるのであって，そのようにして定め

られた固定資産評価基準は，委任の根拠が法律

にあり，委任の目的，内容，程度などが明確で

あり，概括的白地的委任ではないから，租税法

律主義を定めた憲法 84 条に違反しないと解すべ

きである。

　控訴人ら，」これは納税者ですが、「控訴人らは，
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地方税法 341 条 5 号は『適正な時価』とのみ定め，

適正な時価とは何かということを定めておらず，

最も重要な『時価』について，定義も評価基準

の内容等もすべて告示及び通達に委ねているが，

課税標準そのものといえる評価基準は，下位規

範に委ねるべき専門的技術的かつ細目的な事項

ではない旨主張する。

　しかし，『適正な時価』の意味内容自体が不明

確ということはできず，その適正な時価につい

ての評価の基準，評価の実施方法，その手続と

いった事項は，専門的，技術的かつ細目的事項

ということができる。したがって，その定めを

告示に委任することをもって，課税要件を包括

的一般的に政令以下に白紙委任するものという

ことはできない。」多少表現は違いますが、多く

の裁判例はこのような考え方で、地方税法の委

任を合憲と判断しています。

5　固定資産評価基準をめぐる立法論

　ところで、金子先生の教科書にも、「立法論と

しては」とあったように、立法論として固定資

産評価基準が全体として告示のままでよいのか。

それとも別の形にすべきかということについて

は、学説はかなり前から議論をしておりました。

その中で、おそらく最も有名な説として、大阪

大学名誉教授の谷口勢津夫先生のお考えをここ

で御紹介しておきたいと思います（資料 p.21）。

　「固定資産税の法的課題」という御論文で明ら

かにされたものでありますが、この論文の問題

意識は、「固定資産課税の課題は，なによりもま

ず，固定資産税に対する納税者の不信感や反感

を解消すべく，課税の透明性及び公平さを法的

に保障することにある」としておられます。確

かにちょっと過激なのですが、これは平成 13 年、

すなわち、2001 年に刊行された御論文であると

いう点に留意が必要だと思います。この発表媒

体から見ると、おそらくその前の年に執筆して

いらっしゃると思いますので、平成 12 年頃に書

かれたものだろうと思いますが、これは 7 割評

価に比較的近い時期、平成 6 年、9 年、12 年の 3

回目の評価替えを 7 割評価で行った頃に書かれ

た、その頃の現状が問題意識の対象になってい

るということであります。

　その全体を通底する問題意識は、時価以下評

価であれば評価は常に適法である､ との命題へ

の疑問です。評価額が時価を超えれば違法であ

るが、時価以下である限りは適法であるという

ことが当然の前提とされていて、時価以下であ

りさえすれば、行政の判断でこれまでの評価を

急に引き上げて、突然 7 割評価をすることも適

法であるという論調、「だって、時価の 7 割なん

だから、時価以下であって違法なわけがないで

しょう。」という、そういう論調に対して極めて

大きな疑問を呈していらっしゃる。これが問題

意識として通底していると思われます。

　次のパラグラフも強烈なのですが、「時価以下

評価の問題は，純粋な法解釈方法論の問題とい

うよりもむしろ，地方税法が固定資産評価基準

に対する民主的コントロールを実質的には予定

していないがために，自治大臣のもとで固定資

産評価基準と通達との限界なり役割分担が曖昧

にされ，本来は固定資産評価基準あるいは場合

によっては地方税法の中でなされるべき政策的

判断が，通達の中でなされることに歯止めがか

からなかったというようなところに，その構造

的原因があるように思われる」と指摘されます。

　その後、自治大臣による固定資産評価基準の

制定・改正の手続については、民主的コントロー

ルのための措置が講じられてこなかったこと。

自治大臣が固定資産評価基準の制定に当たって

意見を聞かなければならない、当時の中央固定

資産評価審議会も、自治省内部の機関であって、

その委員も自治大臣が任命する、などの事実を

指摘された上で次のように論じられます。

　「結局のところ，固定資産評価基準は，制定権

者たる自治大臣の側からは，依然として行政内

部の規範のままであるかのようにみえるのかも
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しれない。固定資産評価基準のこのような意味

での『内部規範性』が，自治大臣による通達と

のある程度自由な『振り分け』を可能にしてき

たように思われる。」

　そして、根幹的な主張をなされます。

　「固定資産評価基準への委任が違憲（課税要件

法定主義違反）とまではいえないとしても」、こ

れは全体の論調から見ると、違憲と言いたいと

いう感じがするのですが、先ほど御紹介した金

子説に対しても非常に強いリスペクトをされて

いるので、「いえないとしても」と一歩譲歩さ

れた上で立法論を述べられます。「『適正な時価』

を具体化する評価の基準については，基本的な

事項を地方税法の中で明確に定めるべきであろ

う。具体的には，現在のところ」、これは当時

2001 年ころのですが、「評価基準取扱通達で定め

られている一般的事項を，地方税法の中で規定

し，各資産ごとの取扱いに関する基本的事項を，

固定資産評価基準の中で規定するのが望ましい

であろう。」「固定資産評価基準の「法形式を法

律に改め『固定資産評価法』というような法律

を制定することにすれば，評価基準の定立に対

する民主的コントロールという点でより望まし

いであろう。」」と主張されるわけであります。

金子先生がさらっと政省令と書いておられたと

ころをしっかりと議論しておられるところであ

ります。

　そして、その後、このようにして基本的事項

を地方税法に振り分けた残りの固定資産評価基

準について、これを政省令に変更することを提

案されます。また、7 割評価によって、土地の固

定資産評価が公示地価と連動することになり─

─現在でいうと、国交省の管轄の問題と連動す

る──省庁横断的な事項になるのだから、中央

固定資産評価審議会を当時の総理府に移管する

ことも提案しておられます。あわせて、地方団

体における評価事務取扱要領のような行政内部

の評価基準は条例の形式とすべきであるとの御

提案もあります。

　この記述を通じて一貫しているのは、固定資

産評価に関するルールが──当時存在した取扱

通達も含めて──自治大臣のお手盛りであると

いう批判、そこに不透明さがどうしても付きま

とってしまうとの評価。したがって、固定資産

評価基準、あるいは固定資産評価のルールを自

治大臣のお手盛りにならない形で、民主的にコ

ントロールすべきである──その内容及び制定、

修正の手続を民主的に行うべきだというのが基

本的な御主張であったと言えると思います。

　確かにここで批判されている固定資産評価取

扱通達、いわゆる、「固定資産評価基準の取扱い

について（依命通達）」は、平成 12 年 1 月 28 日

に廃止されていますが、固定資産評価基準その

ものが「内部規範」であるとの批判は、今でも

妥当すると思います。中央固定資産評価審議会

は、現在は地方財政審議会の固定資産評価分科

会に変更されていますが、依然として総務省内

部の組織であると言えると考えます。

　このような固定資産評価のルールの法定化の

主張は、ずっと年代が下がってもなされていま

す。広島大学の手塚貴大教授の 2016 年の御論文

でも、固定資産評価基準を分解することが提案

されています。すなわち、固定資産評価基準の

うち、どのように評価をするかを定めた部分、

評価のルールの部分は法定すべきである。そし

て、技術的な部分のみを告示に残すべきである

との御主張です。この具体的な御提案は、後ほ

どもう 1 回見ますが、この文脈でも 1 回見てお

きたいと思います（資料 p.22）。

　「本質的な決定」これは「重要な決定」とい

う意味なのですが、「は議会が行うべきである」

というのが基本的な立場ですので、「少なくと

も，土地については各土地の評価方法の基本部

分，家屋については，木造家屋および非木造家

屋の評価方法の基本部分，いわゆる宅地に係る 7

割評価等については法律上の規定として」これ、

原文が「配備」なんですが、「整備」の誤植じゃ

ないかと思って読んでいるんですが、「法律上の
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規定として配備されることもありうる。その際，

頻繁に改正すべき事項については法定事項から

除外するという考え方もありうる。」という提案

をしておられるところであります。これらの御

提案はいずれも立法論としてなされていて、そ

の根幹にはおそらく、今の判例が取っている「評

価とは客観的交換価値の認定である」との説に

立脚していらっしゃると思います。

6　「価格決定説」と碓井説

　それでは、もう 1 つの考え方として、今日冒

頭で御紹介をした《価格決定説》、つまり、資産

評価の価格、評価による価格の決定というのは、

評価のルールを用いて行う、そういう、ある意

味での法的な効果であると考える考え方の下で

はどのような議論ができるかということを考え

てみます。

　先ほど御紹介したこの書物で碓井先生が示さ

れている問題意識（資料 p.22）ですが、「法 341

条 5 号が，法における『価格』とは，『適正な時価』

をいうと定め，適正な時価による評価を評価基

準に委ねていることは，「適正な」という文言の

不確定さもあって，あまりにも包括的な委任で

あるといわなければならない。基本的な評価方

法は，法律に定めるべきである。適正な時価の『認

定』の問題であるという理由のみで包括的委任

を肯定するわけにはいかない。そして，基本的

事項を法律に定めるという留保の下に，残る細

目的部分を評価基準として，総務大臣告示に委

任することは差し支えないであろう。」

　このような問題意識を示された後で、中核的

な主張を次のように述べられます（資料 p.23）。

　「筆者は，現行の評価基準の定める評価方法に

は合理性の認められる部分も多くあるので，そ

の重要部分を法律で定めることが望ましく，ま

た，法律に定めることに障害はないと考えてい

る。たとえば，宅地等の評価に地価公示価格を

基礎とする方式を法に定めたうえ，7 割評価は，

その本法附則に定めることにより，現行の法的

疑問点は解消されるであろう。また，客観的交

換価値説によって説明できない家屋に関する評

価方法も，法に定めることによって，その法的

矛盾が解消すると思われる。」このように述べて

おられます。

　かなり長いの議論の一部、結論部分を切り取っ

ているのでお分かりいただきにくいかもしれま

せんが、例えば、土地の時価が客観的時価を指

すとすると、公示価格が客観的時価であるなら

ば、その 7 割が客観的交換価値そのものではな

いという問題意識が示されています。特に強く

意識しておられるのが、家屋の再建築価格方式

による評価の結果というのは客観的交換価値で

はないという問題意識です。考えてみればその

とおりで、「古家付土地」などと言われて、この

土地の上に乗っかっている建物は価値ゼロか、

取り壊さなければならないから価値はマイナス

というような、そういう感覚で実際に取引され

ている家屋について、少なくとも当初価格の 2

割の評価は残すわけですから、この再建築価格

方式による価格というのが、一般的にその家屋

が売買されるときの客観的交換価値ではないと

いう認識は、これはもう当然のことだろうと、

私も強くそう思っています。ただ、間違えない

でいただきたいのは、再建築価格方式が不合理

だと言っているわけではないのです。それ自体

は合理性があるが、客観的交換価値としては説

明できない。だから、直接、家屋は再建築価格
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方式によって評価をする、と法律に書き込めば

いいじゃないか。碓井説の根幹は、このような

考え方です。

　「再建築価格を基礎にして、損耗の状況により

補正する方式によること。」と法律で規定すれば、

この客観的交換価値と再建築価格方式の関係と

いうような議論そのものが要らなくなる、そう

いう主張なのです。

　そして、さらに、法律に定めることによって、

次のような問題も解決されると主張されます。

価格調査基準日と賦課期日の評価は、これは一

定の開差があるのはやむを得ないと客観的交換

価値説は考えるわけですが、いや、そうではない。

「賦課期日は毎年 1 月 1 日であることを維持して

おいて，価格調査基準日を法律に定め」ると。「『価

格』とは，土地・家屋の場合は，基準年度の賦

課期日の前年の『・月・日における適正な時価』

のように定めることに，特に問題はないように

思われる。」と主張されます。私は碓井説に全面

的に賛成しているわけではないので、ここでは

紹介にとどめておきますが、例えば、このよう

に規律することで、この評価の開きというのを

法的になくすことができる。

　あるいは山林の評価について「山林のように

売買実例の乏しい固定資産について『客観的交

換価値』を探求することの困難さを考えると，

別途ラフな評価方法を許容する規定を法自体に

設けるべきであると考える」。おそらく実務で

山林の評価というのは大変難しいということを

実感しておられる方もこの中にたくさんいらっ

しゃるのだろうと思いますが、そうであれば、

その客観的交換価値云々ではなく、山林はこう

評価してよい、ということを法律で規定すれば

いいじゃないかというのがこの碓井説の主張と

いうことになります。そして、この碓井説は、

明示はしていらっしゃいませんが、おそらくは

私の言い方でいうと、《価格決定説》に立って、

現行法制は違憲ないしは違憲の疑いがある。と

の評価をしていらっしゃるものというように私

は受け取っております。

　この違憲ないし違憲の疑いとの評価というの

は、適正な時価を算出するためのルールの丸ご

との委任は、租税法律主義（課税要件法定主義）

と相容れないという、そういう考え方です。「適

正な」という文言の不確定さを指摘するものと

いうことができます。

　課税標準は価格と決めて、価格の決定は告示

によるとすれば、これはおそらく違憲であろう。

すなわち、白紙委任として租税法律主義に抵触

する。では、価格を適正な時価と規定すれば、

そういう言い換えさえすれば、問題は解消され

るのか、という問題提起です。

　すごく卑近な例で考えてみたのですが、週末

の夕御飯は交代で作ることにしている共稼ぎの

夫婦がいるとします。今週の担当者が他方配偶

者に「今晩何を食べたい ?」と聞いたときに「何

でもいいよ。」と言うと怒られます。これは怒っ

た経験のある方も、怒られた経験のある方もい

らっしゃると思います。「夕飯何食べたい ?」「何

でもいいよ。」というのは一番言っちゃいけない

ことだと思いますが、じゃあ、「何でもいいよ」っ

て言って怒られたので、うーんと考えて、じゃあ、

「おいしいものが食べたい。」と返答したら、こ

れは納得してもらえるでしょうか。「価格」の内

容を全部委任すると違憲である。では、「適正な

時価」と言い換えれば、その内容を全部告示に

委任しても違憲ではない、という話になるのか

という問題意識です。
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　ただ、あるルールの規律密度は状況に依存し

ます。「おいしいもの」って言ってまた怒られた

ので、じゃあ、「夕食には、辛いものが食べたい。」

と返事をしたときに、この委任の範囲というの

は、調理担当者が辛いものと言えば、麻婆豆腐と、

あともう 1 つぐらいしか作れないというレパー

トリーであれば十分に特定的です。しかし、辛

いものも 30 種類も 40 種類も作れるというよう

なレパートリーがあれば、辛いものと決めただ

けでは十分な特定にはならないということがあ

り得ます。したがって、ルールの規律密度自体

は状況に依存するわけです。しかし、そのこと

を前提としても、「価格」を「適正な時価」と言

い換えれば、そして「適正な時価とは客観的交

換価値である」と解釈できれば、それでこの白

紙委任の問題が解決されるのかということが問

題となります。

　ここで私なりの補足をさせていただきたいの

ですけれども、委任に限りませんが、租税法律

主義の考え方について、過去の判例、最高裁大

法廷判決昭和 30 年 3 月 23 日の、いわゆる固定

資産税名義人課税事件の判決はこう判示してい

ました（資料 p.23）。

　「日本国憲法の下では、租税を創設し、改廃す

るのはもとより、納税義務者、課税標準、徴税

の手続はすべて法律に基いて定められなければ

ならないと同時に法律に基いて定めるところに

委せられていると解すべきである。」と、そこか

ら 30 年たった、いわゆる大嶋訴訟の大法廷判決、

昭和 60 年 3 月 27 日判決でも、「課税要件及び租

税の賦課徴収の手続は、法律で明確に定めるこ

とが必要であるが、憲法自体は、その内容につ

いて特に定めることをせず、これを法律の定め

るところにゆだねているのである。」とされてい

ます。これらの判例は、これこれの点は法律で

決めなければならないが、何をどう決めるかは

法律が決めればそれでオーケーなのだという判

断です。しかし、大嶋訴訟から約 20 年たった

平成 18 年のいわゆる旭川市国民健康保険条例事

件の大法廷判決にはこの一節があります（資料

p.23）。

　「憲法 84 条は，課税要件及び租税の賦課徴収

の手続が法律で明確に定められるべきことを規

定するものであり，直接的には，」「租税につい

て法律による規律の在り方を定めるものである

が，同条は，国民に対して義務を課し又は権利

を制限するには法律の根拠を要するという法原

則を租税について厳格化した形で明文化したも

のというべきである。」

　法律で何を決めるかということが全部丸投げ

されているという発想ではなく、租税について

法律による規律の在り方を定める。つまり、法

律が租税に関してどのような規律をしているか、

その規律の在り方の是非を判断する基準として

憲法 84 条が動いているのだ。そして、その基準

というのは、一般の行政分野よりも租税につい

ては厳格化されているのだという判示でありま

す。

　この 18 年判決がこれまでの大法廷判決と違う

ことを述べているという評価自体は、私の考え

方で、必ずしも一般的ではないかもしれません

が、この判示を今、私が申し上げたような形で

読むならば、地方税法が適正な時価の算出に関

する基準そのものを告示に委ねているというこ

とが、地方税法という法律の在り方として、す

なわち、法律による固定資産税という税の規律

の在り方としての是非が問われる余地があると

いうことを今日はお伝えしたいわけであります。

　それと、碓井説の評価の 2 つ目のポツに書い

ていますが、法律に評価基準の一部を規定する

ことは、評価にとって、決して不自由なことば

かりではありません。むしろ、法律によって評

価ルールを決定することによって、多様な価格

決定の選択肢が出てくるではないかという点は、

重要な指摘だと思います。客観的交換価値を探

求するものとして評価基準を書かなければいけ

ないとすると、山林のような場合に大変困る。

そうであれば、実務に合ったラフな評価方法を
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法律であれば規定することができるじゃないか。

それが山林の場合の課税標準なんだという規定

を設ければいいという、そういう発想でありま

す。

7　通説・裁判例の再検討

　こういう立場から、通説・裁判例を再検討す

ると、先ほど御紹介した金子先生のお考えです

が、まず、合憲であるとの根拠は 2 つありました。

　「固定資産の評価について全国的な統一を図る

必要性があること。」しかし、これは法律によら

ずに告示によるべきとする根拠にはなりません。

1988 年の第二版でこの記述がないことは、そう

いう意味もあったのではないかと思います。そ

れから、2 つ目が「固定資産評価基準の内容が多

分に専門技術的な性質を持っていること。」これ

は現行評価基準の全部が多分に専門技術的性質

を持つと言えるかという問題として読み解くこ

とができますから、検討の余地を残す説だと思

います。

　また、裁判例は、「『適正な時価』の意味内容

自体が不明確ということはできず，その適正な

時価についての評価の基準，評価の実施方法，

その手続といった事項は，専門的，技術的かつ

細目的事項ということができる。」と述べていた

わけですが、適正な時価が客観的な交換価値と

解釈できれば、直ちに評価の基準が専門的、技

術的、細目的事項になるのかという問いを立て

る余地が十分にあると思います。とりわけ、評

価の基準と評価の実施方法、その手続をひとま

とめにするという考え方には、議論の余地が残

ると考えます。

8　「価格決定説」と租税法律主義

　そこで、評価とは時価を決定するルールの適

用なんだと考える考え方の下で、もう少し議論

を深めてみるとどうなるのか。この考え方の基

本的な発想は、評価結果である価格は、評価の

ルールに依存する。評価のルールが変われば評

価の結果は変わると考える。客観的交換価値説

は、資産の客観的交換価値というものが、言わ

ば手で触れる事実として存在して、それを掘り

当てていくというのが評価という作業だと考え

る立場ですから、評価のルールによって答えが

変わるということは、理論的にはないはずです。

それに対して、正面からルールの変更によって

評価結果は変わる、評価とは単なる事実の認定

ではなく、ルールを適用した法的効果こそが評

価結果の価格なのであるという考え方です。

　先ほどの平成 13 年の東京高裁は、固定資産税

の課税標準を法律で定めていると判示していま

したが、課税標準は価格です。実際には、小規

模住宅用地特例などの特例があり、価格が課税

標準そのものではない場合もありますが、価格

が課税標準に直結することには変わりがないの

で、ここでは単純に、課税標準は価格と考えて

おきます。そう考えると、固定資産の評価額とは、

所得税で言えば所得金額ですよね。所得税で考

えてみるならば、この所得金額の算定方法を丸

ごと政令に委任するという所得税法はおそらく

白地的、概括的委任として違憲の判定をされる

と思います。

　そこで、例えば、「所得とは、ある者の担税力

を増加させる純資産の増加とこれに準じるもの」

との解釈が公権的になされたとしても、その解

釈ができるからといって、所得金額の計算方法

を政令や告示に丸投げはできない。多分この点

は学説としては間違いなく、そういう答えにな
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ると思います。というのは、所得税法の決め方

によって所得金額が変わるからです。

　そう考えてくると、この評価基準というのは、

課税標準である評価額そのものをどうやって決

めるかというルールですから、それは法律によっ

て定められるべきである。少なくとも重要部分

が法律によって定められなければならないと考

えることは、むしろ自然であると言えようと思

います。

　「何のために評価するか、目的にふさわしい評

価方法を選択するのだ。」というように資料に書

いておりますが、手塚論文によると、「ドイツの

学説では、課税目的に応じた評価をすべし。」と

いう考え方が通説であると紹介されています。

そこには、ドイツに応じたその背景がありまし

て、ドイツの場合、相続税は市場価格をベース

に課税されるべきであり、財産税や不動産税は

収益価格をベースに課税されるべきであるとい

う考え方が先に存在していたということなので、

同じ土地、あるいは同じ家屋の評価額が 2 つあ

るということ自体が当然のこととして受け入れ

られてきている。それに対して相続税、贈与税も、

固定資産税も、いわゆる市場価格に基づくべき

だとしてきた日本では、そういう発想が出てき

にくかったと言えます。

9　課税の目的と評価のあり方

　しかしながら、固定資産税を離れて最高裁判

決を見ると、令和 2 年のタキゲン株式低額譲渡

事件で最高裁はこのように判示をしています（資

料 p.24）。

　これは相続税対策もあって、個人が有限会社

に、タキゲンという会社の株式を 1 株当たり 75

円、合計、五千数百万円で譲渡をしたという事

例でありました。この 75 円というのは、相続税・

贈与税を課税する場合に用いる財産評価基本通

達を適用した場合の取引相場のない株式として

のタキゲン株式の評価結果であって、譲受人に

とっての価値は配当還元方式による評価で 75 円

になるということは裁判所も認めています。こ

れに対して、株式を譲渡した者に所得税を課税

する場面においては、大事なのは譲渡人にとっ

ての価値であって、それは類似業種比準方式に

よる評価であるから、1 株当たり 2,505 円なので

ある。総額で 21 億円ぐらいになるのですけれど

も、最高裁は、そのような評価とされる余地を

残して事件を差戻し、差戻審で 1 株 2,505 円と判

断される結果となりました。

　つまり、同じ会社の同じ株式が相続税、贈与

税の場面では、譲り受けた人にとっての価値に

着目するから、1 株 75 円である。しかし、低額

譲渡した個人の所得税の場面では、譲渡人にお

ける株式の価値に着目するから、それは 1 株当

たり 2,505 円と評価されるべきであるという考え

方は、このまさに同じタキゲンという会社の株

式の評価が、課税を行う場面によって評価が変

わる。つまり、いかなる課税に服するか、つまり、

どういう課税の目的で行うかということを考え

ると答えが変わるということを示しているわけ

なので、これは評価のルールに評価額が依存す

ると考えなければ、受け入れがたい判示であろ

うと考えます。

　また、固定資産の判例における客観的交換価

値も評価基準適用を通じたものとされる。つま

り、生の客観的交換価値を問題にせずに、評価

方法に焦点を当てるという考え方を最高裁が

取っていることも明らかです。平成 25 年の最高

裁判決には次の判示があります（資料 p.24）。

　この判決は、「土地の基準年度に係る賦課期日

における登録価格の決定が違法となるのは，当

該土地に適用される評価基準の定める評価方法

に従って決定される価格を上回るときであるか，

これを上回るものではないが，その評価方法が

適正な時価を算定する方法として一般的な合理

性を有するものではなく，又はその評価方法に

よっては適正な時価を適切に算定することので

きない特別の事情が存する場合であって，客観
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的な交換価値としての適正な時価を上回るとき

である。」と述べています。

　さらっと書かれているので引っかかりにくい

と思いますが、《時価認定説》の立場からの判例

批判を読むと、判例の立場というのが浮き彫り

になってきます。駒澤大学の平川英子先生の御

論文を資料に引用しておきました（資料 p.25）。

「（判例において）固定資産の登録価格が適正な

時価であるか否かは，それが評価基準を適正に

適用して求められた価格であるかどうか，評価

基準が適用できない特別な事情があるか否かが

問題であり，その分，客観的な交換価値がそれ

自体としていくらであるか，という問題は，背

後に後退しているように思われる。」そして、判

例の立場には相応のメリットがあるということ

を認めた上で、その反面で、判例の立場は、「適

正な時価すなわち客観的な交換価値がいくらか，

というそもそもの問題を回避する結果となり，

固定資産税の課税標準を『適正な時価』イコー

ル『客観的な交換価値』とする法の趣旨とそぐ

わないとも考えられる。」と指摘されるのであり

ます。客観的交換価値が幾らかではなく、あく

までも評価基準を適用した結果としての評価額

を問題にしている点についての批判です。

　判例も、その明示的な文言とは別に、時価の

評価結果が評価のルールに依存しているという

ことを暗黙に認めているとも考えられます。25

年判決もそうですし、それから、先ほど申し上

げた所得税や相続税の事案もそうです。そして、

課税の公平と言いながら、通達による評価をす

ることに判例（裁判所）は非常にこだわるわけで、

同じ評価のルールを使うことにこだわると考え

れば、課税の公平が保たれないというのは、評

価結果が評価のルールに依存しているというこ

とを暗黙に認めているからだと考えることがで

きると思います。

10　固定資産評価基準の法律化

　そうなりますと、このような考え方の下では、

固定資産評価基準は、基本的なルールは法律で

定める必要がある、という課税要件法定主義に

服するべきだとの判断になろうと思います。し

たがって、現在の固定資産評価基準は、少なく

とも地方税法と告示に分解することが求められ

ます。谷口説、碓井説とも方向としてはこの方

向でした。そして、法に規定し得る内容が告示

としての現行基準よりも自由度が高いというこ

とは先ほど指摘したとおりです。

　このことについて具体的に提案しておられる

のは手塚教授でありまして、この論文が書かれ

たときはおそらく平成 26 年当時の評価基準を見

ておられたと思いますので、その基準をもって

そこに掲出しております（資料 p.25 〜 26）。

　一言お礼を申し上げると、こういうことを調

べるときに評価センターのホームページに掲載

されている「固定資産評価基準の変遷資料」と

いう資料がとても役に立つんです。この資料は、

本当にありがたいと思っています。平成 26 年当

時の評価基準など、学者の立場ではすぐに手元

では分かりませんが、これを見ればすぐに分か

りますので、そこから書き抜いてきました。

　例えば、土地であれば、宅地の評価、評点数

の付設というようなことについて書き込むべき

であると。それから、家屋であれば、通則で、

非木造家屋を例にとるとして、このような事柄

を法に規定すべきであるということを提案して

おられるわけであります。

　私としては、さらに、土地であれば、第 1 節

の一　土地の評価の基本、二　地積の認定、三　

地上権等が設定されている土地の評価、の部分

も法定すべき事柄だと思いますし、7 割評価も法

定すべき事項です。碓井説は法附則に規定とし

ておられて、形式はそこまで問いませんが、や

はり法に書くべき事柄であろうと考えておりま

す。
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　そして、先ほどの碓井説を御紹介したように、

評価の困難があるものについては、ある種、法

定評価の方法を書き込むことで、課税標準を法

が決めるというルールが貫徹されることになり

ます。

　そう考えてくると、一歩進めば資産の種類ご

とに価格の内容を規定しておくということも十

分あり得るわけで、土地については、例えば「適

正な時価」と規定することが考えられます。ただ、

山林とか、ゴルフ場用地とかを考えると、これ

だけでいいのか、もう少しこう余裕を持たせた

書き方をするということもあり得ます。家屋、

これは、「使用価値を勘案した適正な価格」とい

うように定義すれば、再建築価格方式を法定す

ることと合わせて、平仄が取れます。碓井先生

は損耗の状況を加えていらっしゃったので、そ

れも入れるべきかもしれません。そして、償却

資産は、「取得価格を基礎とし、減価の程度と使

用価値を勘案した適正な価格」と規定した上で

現行の基本部分を法律に取り込めばよいことに

なります。

　そうなると、特に家屋ですが、その居住者が

死んでしまって売ろうとすると古家付きと言わ

れる家でも、そこに住むことができる限りでは、

使用価値を勘案した残価を 2 割残しているわけ

ですから、そういうことも法律できちんと決め

ておけばいいという、そういう発想です。

　これは、ある意味でよい波及効果もあるだろ

うと考えていて、例えば、消費税においては、

土地の譲渡が非課税取引で、家屋の譲渡は課税

取引ですから、土地と家屋とが一体として売買

されると価格を両者にそれぞれ振り分ける必要

が生じます。そのときに、土地と家屋の固定資

産評価額がしばしば課税上用いられています。

しかし、皆様ご承知のとおり、土地の評価額の

意味と家屋の評価額の意味は全然違うわけです

から、それで按分するのはおかしい。これは私

が以前から主張していることですが、そういう

ことも、「価格」の意味が土地と家屋とで異なる

と明確に規定することで誤解がなくなると思わ

れます。

11　残る問題～客観的交換価値説
との関係

　ただ、最後に解けない問題として残っている

のは、客観的交換価値という考え方を手放すべ

きかというと、やはり最後はそうはいかないの

だろうと思われるという点です。評価のルール

は評価の目的として決定し得るけれども、参照

水準としての客観的交換価値というのは意識さ

れ続けるであろう。特に土地についてそうだろ

うと考えざるを得ない。ここはちょっと譲歩せ

ざるを得ないわけで、具体的な適用の場面にお

いて、何らかの理由で当該土地の客観的交換価

値が分かる事例が仮にあったとすると、やはり

最上位規範としてはそれが動いてこざるを得な

いと思われる。より重要なのは、評価のルール

を決めるのは自由だと言いつつ、その評価のルー

ルの合理性を判断する基準としての客観的交換

価値というものは意識され続けるだろうという

ことであります。

　思考実験ですが、我が国の土地は全て 1 平方

メートル当たり幾らであると決めれば、こんな

に課税が簡単になることはありません。しかし、

やっぱりそれはできないだろうと、皆様もお考

えだろうし、私も同じ考えです。では、なぜそ

う考えるかというと、やはりこの客観的交換価

値という参照水準によって縛られているからで

あると答えるほかはありません。

　手塚先生は、今年刊行された『租税法研究』

誌に掲載された「地方資産課税としての固定資

産税の現状と将来像」というご論文──昨年の

学会でのご報告の論文です──の中で、現行の

家屋評価が複雑になり過ぎているということを

指摘され、家屋評価における平米単価方式を提

案しておられます。このあたりもやはり、平米

単価方式という評価方法まで簡略にできるかと
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言われると、何らかの意味での客観的交換価値

という考え方から、そうスムーズには進まない

のではないかというように考える点ではありま

す。

12　おわりに

　最後に、若干の感想を申し上げます。

　固定資産評価基準の一部法定化なんて、それ

は学者の夢だよと思っていらっしゃる方が多か

ろうと思いますし、そう思われても仕方がない

とは思います。ただ、本当に絵空事なんだろう

かということについて、碓井先生は次のように

指摘しておられます（資料 p.27）。

　「（適正な時価の評価を）評価基準に委ねてい

る状況が維持されている背景には，『法律に定め

る必要はない』という議論以上に，『法律に定め

ることは困難である』，あるいは『法律で定めな

い方が好ましい』という議論があるものと思わ

れる。とするならば，法律に定めることに消極

的な見解は，その論拠を明確にする必要があろ

う。」

　繰り返しますが、評価基準全部を法律にしろ

という主張はどんな学者もしていません。しか

し、その基本的な部分を法定化することがなぜ

できないのかということについての論証はおそ

らくなされていないでしょう。現状で十分との

認識があったとしても、一歩進んでより良くす

るというときに、なぜそれができないのかとい

う理由についての説明はないように思います。

　本日は、実務の方がたくさん来ておられます

ので、学者が何か言い始めると、せっかくなれ

親しんだやり方が変わって迷惑だと思われると

思いますが、多くの論者は、固定資産評価基準

の実体的な内容は尊重しています。尊重した上

で、つまり、内容を変えろと言っているのでは

なくて、より透明で公正である信頼される評価

スキームを構築すべきだということが主張の眼

目にあるというようにお考えください。国民か

ら見ると、大臣が変えれば何でも変わるという

ような、そういう仕組みで信頼してもらえるん

だろうかという問題意識です。

　かつ、法律で規定することによって、評価の

基準として決められる事柄が広がる、つまり、

執行がより容易で、かつ、相応の合理性を有す

る評価方法を法定するということが考えられて

よいのではないかと思います。

　もちろん実際に《価格決定説》を前に押し出

した立法というのは、波及効果が大き過ぎてで

きないということは当然です。しかしながら、

今の判例のように、《時価認定説》の衣をまとっ

た《価格決定説》、あるいは懐に《価格決定説》

を隠した《時価認定説》を採用して評価基準の

一部を法定し、その内容を法律に縛られた評価

基準ではできないことを実現するのだという評

価基準の将来像は、十分に描き得るものと考え

ます。これによって、繰り返しになりますが、

透明度が高まるということと、それから、執行

の便宜に資するということの両方を可能にする

ことができると思います。

　現行評価基準の制定から 60 年の節目である今

年に、改めて、将来、評価基準がどのようになっ

ていくのか、あるいはどのようにあるべきかと

いうことを考えた結果として、実務にも資する

し、国民の信頼も得られる、そういう方向性が

あるのではないかということを考えた次第であ

ります。直接日々の業務に関係があるようなこ

とではありませんが、皆様が精通しておられる

評価基準というものが国民からどう見えている

か、それから、どこが自分たちにとって不都合

なのかというようなことも考えていただくきっ

かけになれば、幸いです。

　私のお話は以上です。御清聴ありがとうござ

いました。


